
Information

　

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
っ
て
、

保
険
料
の
納
付
が
﹁
全
額
免
除
﹂、﹁
一

部
免
除
﹂
ま
た
は
﹁
猶
予
﹂
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
が
承
認
さ
れ
た
期
間

は
、
老
後
に
年
金
を
受
け
取
る
た
め
の

資
格
期
間
に
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、

万
一
の
時
に
、
障
が
い
年
金
や
遺
族
年

金
を
受
け
取
る
資
格
期
間
に
も
含
ま
れ

ま
す
。

※ 

た
だ
し
、
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期

間
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
時

に
比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

【
申
請
期
間
】

▽
平
成
23
年
度
（
対
象
期
間　

平
成
23

年
７
月
～
平
成
24
年
６
月
）
の
免
除
申

請
↓
７
月
末
で
受
付
終
了

※ 

平
成
23
年
度
の
免
除
を
希
望
さ
れ
る

人
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い
。

▽
平
成
24
年
度
（
対
象
期
間　

平
成
24

年
７
月
～
平
成
25
年
６
月
）
の
免
除
申

請
↓
７
月
か
ら
受
付
開
始
（
平
成
25
年

７
月
末
で
受
付
終
了
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

年
金
手
帳
、
認
印

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー

ド
）
は
、
安
全
性
に
優
れ
た
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
で
す
。
顔
写
真
付
き
と
顔
写
真
無
し

の
二
種
類
が
あ
り
、
有
効
期
限
は
10
年

で
す
。

　

顔
写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
は
、
身

分
証
明
書
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

（
民
間
企
業
に
あ
っ
て
は
、
相
手
方
の

判
断
に
よ
り
ま
す
。）

　

各
種
証
明
書
の
請
求
時
に
も
役
立
ち

ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
取
得
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

︻
活
用
例
︼

▽
戸
籍
・
住
民
票
な
ど
の
請
求
時

▽
銀
行
口
座
の
新
規
開
設

▽
運
転
免
許
証
返
納
後
の
公
的
な
証
明

　

書

　

住
基
カ
ー
ド
取
得
後
、
申
請
に
よ
り

﹁
電
子
証
明
書
﹂
を
取
得
す
る
と
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
自
宅
か
ら
確
定
申

告
な
ど
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
電
子
申
告
に
は
、
別
に
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
で
す
。）

【
申
請
場
所
・
時
間
】

市
民
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

月
曜
日
～
金
曜
日

（
祝
休
日
・
年
末
年
始
を
除
く
。）

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
ご
存
じ
で
す
か
？

※ 

申
請
さ
れ
る
年
度
、
ま
た
は
前
年
度

に
失
業
し
た
こ
と
に
よ
り
免
除
申
請

を
す
る
場
合
は
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
や
離
職
票
が
必
要
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
窓
口
・
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
市
民
係

☎
㉔
１
７
１
０
（
直
通
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
３
１
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

【
必
要
な
も
の
】

本
人
確
認
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

※ 

本
人
確
認
で
き
る
も
の
が
な
い
場

合
、
郵
便
で
本
人
確
認
を
行
う
の
で
、

交
付
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す
。

【
手
数
料
】　

５
０
０
円

電
子
証
明
書
を
取
得
す
る
場
合
は
、
別

に
５
０
０
円

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
課
市
民
係

☎
㉔
１
７
１
０
（
直
通
）

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

臨
時
休
業
の
お
知
ら
せ

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
、

電
算
シ
ス
テ
ム
改
修
の
た
め
、
次

の
期
間
休
業
し
ま
す
。

【
期　

日
】
７
月
７
日
㈯
～
８
日
㈰

【
時　

間
】
終
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
市
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

☎
㉕
７
０
０
１
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お し ら せ
【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】 

▽
受
給
資
格
者  　

一
定
以
上
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
（
20

歳
未
満
）
を
扶
養
す
る
父
母
、
ま
た
は

父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人 

▽
支
給
要
件 

①
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
年
金
を

受
給
し
て
い
な
い
こ
と

②
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
施
設
入

所
し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額

（
障
が
い
程
度
に
よ
り
異
な
る
。）

①
１
級　

５
万　

４
０
０
円 

②
２
級　

３
万
３
５
７
０
円 

▽
手
当
の
支
給  　

毎
年
４
、８
、
11
月
の
３
期

【
特
別
障
害
者
手
当
】 

▽
受
給
資
格
者  　

重
度
障
が
い
者
（
20
歳
以
上
）
で
あ
っ

て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な

介
護
を
必
要
と
す
る
人

▽
支
給
要
件

重
度
障
が
い
者
（
20
歳
以
上
）
が
施
設

入
所
、
ま
た
は
入
院
（
３
か
月
超
）
し

て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額　

２
万
６
２
６
０
円

▽
手
当
の
支
給

毎
年
２
、５
、８
、
11
月
の
４
期

【
支
給
要
件
】

　

18
歳
未
満
（
年
度
内
有
効
）
ま
た
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

20
歳
未
満
の
児
童
が
い
る
父
子
家
庭
の

父
、
母
子
家
庭
の
母
、
ま
た
は
父
母
に

代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

（
た
だ
し
、
老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
国

民
年
金
、
恩
給
、
厚
生
年
金
な
ど
の
公

的
年
金
受
給
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。）

【
所
得
制
限
】

　

本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者
な
ど
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
は
、
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

【
手
当
の
支
給
】

年
３
期
（
４
月
、
８
月
、
12
月
）

【
現
況
届
】

　

毎
年
８
月
に
生
活
状
況
と
前
年
所
得

な
ど
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

【
手
当
月
額
】

▽
児
童
１
人
の
場
合

４
万
１
４
３
０
円
～
９
７
８
０
円

▽
児
童
２
人
目
の
場
合

５
０
０
０
円
加
算

▽
児
童
３
人
目
か
ら
の
場
合

１
人
増
す
ご
と
に

３
０
０
０
円
ず
つ
加
算

　
�

在　
宅　
福　
祉

　

�

児
童
扶
養
手
当

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

▽
受
給
資
格
者

重
度
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
で
あ
っ

て
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
人

▽
支
給
要
件

①
重
度
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
こ
と

②
重
度
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
施

設
入
所
し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額　

１
万
４
２
８
０
円

▽
手
当
の
支
給

毎
年
２
、５
、８
、
11
月
の
４
期

【
各
種
手
当
の
共
通
事
項
】

▽
支
給
制
限

　

前
年
の
所
得
が
基
準
額
を
上
回
る
場

合
は
、
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

▽
現
況
届
の
提
出

　

受
給
者
は
、
毎
年
定
め
ら
れ
た
期
限

内
に
所
得
状
況
な
ど
の
現
況
届
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
１
７
３
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
４
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
４
７
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）

【
支
給
額
の
改
定
】

▽ 

物
価
変
動
に
応
じ
て
毎
年
４
月
に
改

定
さ
れ
ま
す
。

▽ 

受
給
開
始
か
ら
５
年
（
ま
た
は
支
給

要
件
該
当
か
ら
７
年
）
を
経
過
し
た

時
は
、
手
当
の
２
分
の
１
が
支
給
停

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

☎
㉔
５
７
１
８
（
直
通
）

長
浜
支
所
地
域
振
興
課

☎
�
１
１
１
３
（
直
通
）

肱
川
支
所
地
域
振
興
課

☎
㉞
２
３
４
７
（
直
通
）

河
辺
支
所
地
域
振
興
課

☎
㊴
２
１
１
３
（
直
通
）
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Information

﹁
被
保
険
者
証
﹂﹁
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
﹂
の
有
効
期
限

　

現
在
の
被
保
険
者
証（
オ
リ
ー
ブ
色
）

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈫
で
す
。

８
月
１
日
㈬
か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険

者
証
（
薄
桃
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

【
対
象
者
】　　

▽
75
歳
以
上
の
人

▽ 

65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
人

（
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、
愛
媛
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受

け
た
人
）

【
一
部
負
担
割
合
】　　

１
割
ま
た
は
３
割

（
平
成
23
年
中
の
所
得
に
よ
り
決
定
）

【
交
付
の
時
期
】

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬

に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
な

お
、
８
月
以
降
新
た
に
75
歳
と
な
る
人

の
被
保
険
者
証
は
、
誕
生
日
の
前
月
に

郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
・
氏
名
や
一
部
負
担
割
合
な
ど
を

必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
﹂
に
つ
い
て
も
、
７
月
31
日

㈫
が
有
効
期
限
で
す
。

　
�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

　

現
在
保
有
し
て
い
て
次
の
要
件
に
該

当
す
る
人
は
、
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し

ま
す
。

【
要　

件
】　

①
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

② 

平
成
24
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の

世
帯

※ 

新
規
申
請
お
よ
び
長
期
入
院
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
通
知
書
に
つ
い
て

　

平
成
24
年
度
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。
保
険
料
は
、

﹁
均
等
割
額
﹂
と
、
所
得
に

応
じ
た
﹁
所
得
割
額
﹂
の
合

計
額
で
す
。

※ 

10
円
未
満
切
り
捨
て
で
限

度
額
は
55
万
円
で
す
。

　

保
険
料
の
軽
減
措
置
な
ど

詳
し
く
は
、
被
保
険
者
証
と

一
緒
に
送
付
す
る
﹁
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内
﹂

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

保
険
環
境
課
高
齢
者
医
療
係

☎
㉔
１
７
１
３
（
直
通
）

　 一人あたりの　＝（均等割額）＋（所得割額）基礎控除後の
　 保険料（年額）　　 44,194円　　　前年の総所得金額×8.72%

　

全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
平

成
23
年
６
月
28
日
に
原
告
団
弁
護
団
と

国
と
の
間
で
、
被
害
者
救
済
の
枠
組
み
に

つ
い
て
基
本
合
意
が
成
立
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
集
団
予
防
接
種
の
際

の
注
射
器
の
回
し
打
ち
に
よ
る
Ｂ
型
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
被
害
に
対
し
て
、
各

病
態
に
応
じ
た
和
解
金
が
支
払
わ
れ
る

救
済
手
続
き
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
そ
の
手
続
き
に
つ
い
て
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

※
無
料
で
、
予
約
は
不
要
で
す
。

【
対 

象 

者
】

原
則
と
し
て
18
歳
以
上
の
ひ
き
こ
も
り

本
人
、
ま
た
は
そ
の
家
族

【
実
施
日
時
】

月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
は
除
く
。）

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

【
実
施
場
所
】

八
幡
浜
保
健
所
相
談
室

（
南
予
地
方
局
八
幡
浜
支
局
１
階
）

　

Ｂ
型
肝
炎
被
害
者
救
済
説
明
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

八
幡
浜
保
健
所
「
ひ
き
こ
も
り
相
談
」
の
お
知
ら
せ

【
説
明
会
】

宇
和
島
会
場

▽
日
時　

７
月
14
日
㈯　

午
後
３
時
～

▽
場
所　

宇
和
島
商
工
会
館

（
宇
和
島
市
丸
之
内
１

－

３

－

24
）

八
幡
浜
会
場

▽
日
時　

７
月
15
日
㈰

午
前
10
時
30
分
～

▽
場
所　

八
幡
浜
商
工
会
館

（
八
幡
浜
市
北
浜
１

－

３

－

25
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
・

広
島
弁
護
団
（
担
当
・
鈴
木
）

☎
０
８
２
（
２
２
７
）
２
２
０
０

【
申
込
方
法
】

電
話
相
談
（
随
時
）

来
所
相
談
（
要
電
話
予
約
）

【
相
談
費
用
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
先
】

八
幡
浜
保
健
所
精
神
保
健
係

☎
０
８
９
４
㉒
４
１
１
１

（
内
線
２
８
７
・２
８
８
）
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お し ら せ

１　採用予定人員　４人
２　受験資格
　⑴　日本国籍を有する人
　⑵�　地方公務員法第1６条（成年被後見人な
ど）に該当しない人

　⑶�　昭和６3年 ４ 月 2 日以降に生まれた人で、
大学、短期大学または高等学校を卒業も
しくは平成25年 3 月末までに卒業見込み
の人

　⑷�　採用後、大洲市、内子町のいずれかに
居住可能な人

３　試験（第１次試験）
　⑴　期　日　 9月1６日㈰
　⑵�　場　所　大洲消防本部
　第２次試験の詳細は、第１次試験合格者に
通知します。

４　受付期間
　　 7月 9日㈪～ 8月17日㈮
　　�月曜日～金曜日の午前 8 時30分から午後

5時まで（祝日を除く。）

　�　詳しくは、地区回覧の「平成2４年度大洲
地区広域消防事務組合消防職員採用試験案
内」をご覧いただくか、下記までお問い合
わせください。

【問い合わせ先】
大洲地区広域消防事務組合消防本部総務課
☎2４－2６６６（直通）
http://www４.ocn.ne.jp/~ozu119/

　平成24年度大洲地区広域消防事務組合消防職員を募集します

　

大
洲
市
で
は
、﹁
人
・
農
地
プ
ラ
ン
﹂

の
作
成
や
就
農
者
の
増
加
、
農
地
の
集

積
を
応
援
し
ま
す
。
地
域
の
み
な
さ
ん

で
話
し
合
っ
て
プ
ラ
ン
を
作
り
、
実
行

す
る
こ
と
で
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、

耕
作
放
棄
地
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
ま

せ
ん
か
。

【
プ
ラ
ン
の
作
成
】

　

農
業
者
の
確
保
と
農
地
の
集
積
を
進

め
る
た
め
、
中
心
と
な
る
経
営
体
・
農

地
の
集
積
方
法
な
ど
を
決
め
、
今
後
の

地
域
農
業
の
あ
り
方
を
計
画
し
た
プ
ラ

ン
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

景
観
計
画
区
域
の
﹁
昔
懐
か
し
い
伝

統
的
景
観
保
全
・
形
成
区
域
﹂
で
建
築

物
な
ど
を
新
・
増
・
改
築
、
修
理
す
る

場
合
に
は
補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

大
洲
市
で
は
、
外
観
に
自
然
素
材

の
利
用
な
ど
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

﹁
昔
懐
か
し
い
伝
統
的
景
観
保
全
・
形

成
区
域
﹂
に
お
け
る
建
築
物
な
ど
の
新
・

増
・
改
築
、
修
理
に
対
し
﹁
基
準
を
守

る
こ
と
で
建
築
費
が
高
価
に
な
っ
て
し

ま
う
﹂
と
い
う
問
題
を
解
消
す
る
た
め
、

自
然
素
材
を
使
用
す
る
範
囲
に
つ
い
て

補
助
制
度
を
創
設
し
て
い
ま
す
。

　
「
人
と
農
地
の
問
題
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　

景
観
形
成
推
進
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て

【
支
援
内
容
】

　
﹁
人
・
農
地
プ
ラ
ン
﹂
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
、
青
年
就
農
給
付
金
・
農
地

集
積
協
力
金
・
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の
当

初
５
年
間
無
利
子
化
（
認
定
農
業
者
）

な
ど
の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
水
産
課
営
農
水
産
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
２
２
５
）

中
国
四
国
農
政
局
松
山
地
域
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９
（
９
３
２
）
１
１
８
９

　

大
洲
の
大
洲
ら
し
い
良
好
な
景
観
を

形
成
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
の
制
度
を

有
効
に
ご
活
用
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

景
観
計
画
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
そ
の
適
正
な
運
用
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

※ 

補
助
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
く
ら

し
の
ガ
イ
ド
大
洲
や
、
大
洲
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
管
理
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
２
４
４
）
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Information

　
�

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

花
火
に
よ
る
火
災
の
防
止

　

夏
の
風
物
詩
﹁
花
火
﹂。
花
火
を
す

る
時
は
、次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
注
意
点
】

▽
風
の
強
い
時
は
花
火
を
し
な
い
。

▽ 

燃
え
や
す
い
も
の
が
な
く
、
広
く
て

安
全
な
場
所
を
選
ぶ
。

▽
子
ど
も
だ
け
で
花
火
を
さ
せ
な
い
。

▽ 

花
火
に
書
い
て
あ
る
説
明
書
を
よ
く

読
み
、
注
意
事
項
を
必
ず
守
る
。

▽ 

花
火
を
す
る
前
に
は
、
水
の
入
っ
た

バ
ケ
ツ
な
ど
を
用
意
し
、
遊
び
終
わ

っ
た
花
火
は
必
ず
水
に
つ
け
る
。

▽ 

途
中
で
花
火
が
消
え
た
時
は
、
す
ぐ

に
近
寄
っ
た
り
、
の
ぞ
き
込
ん
だ
り

し
な
い
。

火
遊
び
に
よ
る
火
災
の
防
止

　

子
ど
も
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
を
防

ぐ
た
め
、次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
注
意
点
】

▽ 

ラ
イ
タ
ー
や
マ
ッ
チ
を
子
ど
も
の
手

の
届
く
と
こ
ろ
に
置
か
な
い
。 

▽
子
ど
も
だ
け
で
火
を
扱
わ
せ
な
い
。

▽ 

火
災
の
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
、
き
ち

ん
と
説
明
す
る
。

▽ 

火
遊
び
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た

ら
注
意
す
る
。

▽ 

子
ど
も
だ
け
を
残
し
て
外
出
し
な

い
。

　

�

市
・
県
民
税
納
期
前
納
付

（
前
納
）
報
奨
金
制
度
廃

止
の
お
知
ら
せ

市
・
県
民
税
の
前
納
報
奨
金
制
度
を

廃
止
し
ま
し
た

　

市
・
県
民
税
の
前
納
報
奨
金
制
度
は
、

税
制
の
普
及
と
納
税
意
識
の
高
揚
を
目

的
に
、
昭
和
25
年
に
地
方
税
法
に
盛
り

込
ま
れ
、
大
洲
市
で
も
市
税
条
例
に
規

定
し
運
用
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

制
度
の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
特

別
徴
収
（
天
引
き
）
者
の
範
囲
に
、
従

来
の
給
与
所
得
者
に
加
え
、
年
金
所
得

者
も
含
め
る
地
方
税
法
の
改
正
が
平
成

21
年
に
行
わ
れ
、
制
度
上
、
公
平
性
を

欠
く
要
因
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
平
成
24
年
度
よ
り
市
・
県
民
税
の

前
納
報
奨
金
制
度
を
廃
止
し
ま
し
た
。

※ 

前
納
報
奨
金
制
度
の
廃
止
に
よ
り
、

市
・
県
民
税
の
本
来
の
税
額
に
影
響

は
あ
り
ま
せ
ん
。

廃
止
と
な
る
時
期

平
成
24
年
度
よ
り
廃
止

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
課
市
民
税
係
・
収
納
係

☎
㉔
２
１
１
１

（
内
線
１
２
９
～
１
３
２
）

（
内
線
１
２
４
・
１
２
５
）

　 7月 2 日㈪から、長浜公民館が長浜体育館か
ら長浜ふれあい会館に移転します。
　移転に伴い、各施設の利用申請手続きの取り
扱いを次の場所で行います。

【利用申請手続き取扱場所】

【移転後の長浜公民館の連絡先】
〒799－3４01　大洲市長浜甲727番地の 2
（長浜ふれあい会館 1階）
☎52－1138　℻52－1207

利　用　施　設 利用申請取扱場所
�長浜体育館

（従来どおり利用可能）
�長浜ふれあい会館

�長浜ふれあい会館
（月曜日も開館します。）

�長浜スポーツセンター ・平日…長浜ふれあい会館

・土日と祝日…長浜支所�晴海ふれあいパーク

　放送大学では、平成2４年度第 2 学期（10月入
学）の学生を募集しています。
　放送大学は、テレビやインターネットを通し
て授業を行う通信制の大学です。
　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、
職種の人が学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。

【出願期間】
６ 月15日㈮～ 8月31日㈮
※インターネット出願は、６月1日より受付開始

【資料請求】
無料で送付します。

【問い合わせ先】
放送大学愛媛学習センター
〒790－082６　松山市文京町3（愛媛大学内）
☎089－923－85４４
http://www.ouj.ac.jp

　長浜公民館移転のお知らせ 　放送大学1０月生募集のお知らせ

広報大洲 ７月号23




